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第１章 計画策定にあたって        

１ 生涯学習について 

  人は生まれてから、家庭において基本的な生活習慣などを学び、学校に通うようになると、

基礎的な学力を学びはじめます。このことから、家庭教育は「生涯学習の原点」、学校教育は

「生涯学習の基礎」とも言われています。 

また、地域社会で行われる様々な学びや興味・関心のあるものへの学びなど、学びの機会が

広がりはじめ、学校を卒業して社会に出てからも、仕事に関する学び、地域社会での活動に伴

う学び、そして豊かに人生を送るための学びなどを続けて行きます。 

このように、学習は様々なライフステージにおいて行われることから、家庭教育、学校教育、

社会教育、文化活動、運動やスポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業

内教育、リカレント教育、さらに個人としての資格取得や趣味に関して図書・インターネット

等を活用した自分で行える学びなど、様々な機会や場での学びすべてを「生涯学習」ととらえ

ています。 

これからの生涯学習には、多様で豊かな学びを通じ、様々な背景を持った多様な世代の人々

がつながり、共に学び合うことによって地域や社会の課題解決・活性化につながっていくこと

や、学びの機会が損なわれないようICTなどの新しい技術を活用することで、学びの可能性が

広がることなどが期待されています。 

※参考文献：文部科学省中央教育審議会答申他， 

北海道教育委員会 

社会教育 

・行政、生涯学習施設などが提供する学習 

・大学等が提供する公開講座 

・社会教育関係団体、事業者、企業などが行う学習 

・通信教育、民間各種スクールなどが提供する講座 

※地域活動や課題に伴う学習 

家庭教育 

家庭での基本的な生

活習慣の習得やしつ

けなど 

学校教育 

幼稚園、小学校、中

学校、高校、大学、

大学院などでの教育

自己学習 

・読書、インターネットなど

による自主学習 

・文化活動 

・運動やスポーツ活動 

・レクリエーション活動 

・ボランティア活動 

・体験活動 

・趣味、教養 

生涯学習
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２ 策定の背景及び趣旨  

（１）策定の趣旨 

恵庭市では、平成８年度に第１期「恵庭市生涯学習基本計画」を策定し、市民の生涯学習

の推進に取り組んできました。 

第１期は１０ヵ年、第２期からは５ヵ年の計画期間として策定されており、第４期の計画

期間が令和２年度をもって満了となることから、引き続き計画的に生涯学習の様々な施策を

推進していくため、社会の変化や第４期の課題などを踏まえ、本市の新たな生涯学習の指針

となる「第５期恵庭市生涯学習基本計画」を策定しました。 

この計画は、本市の最上位計画である「第５期恵庭市総合計画」、さらに市の関係部署の計

画との整合性も図りながら、これからの本市の生涯学習を推進する基本理念、基本的な考え

方とその方向性を示すものとして、策定するものです。 

（２）生涯学習を取り巻く状況 

近年、少子化による人口減少、急速な高齢化、グローバル化、ビッグデータ活用等の技術

革新が進み、超スマート社会（Society5.0）の実現や人生100年時代など、社会は大きな

変革の中にあり、地域社会においても、地域経済の変化や地域コミュニティの希薄化等をは

じめとする多様な課題が顕在化しています。 

また、平成27年（2015年）に国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標

（SDGs）」では、17の国際目標のひとつに「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育

を確保し、生涯学習の機会を促進する」ことが挙げられています。 

こうした社会的背景等を踏まえ、国では、平成 30（2018）年度～令和４（2022）年

度を対象期間とした「第３期教育振興基本計画」を策定し、「生涯学び活躍できる環境を整

える」を基本的な方針のひとつとして掲げています。 

また、平成２９（2017）年の「社会教育法の改正」では、地域と学校の連携協力体制の

整備等が加わり、平成29・30年の「学習指導要領の改訂」では、社会に開かれた教育課程

の実現が掲げられ、学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）等による社会総掛かり

での教育の実現を目指しています。 

北海道においては、平成２８（2016）年度から「第三次北海道生涯学習推進基本構想」

において「社会で生きる力を身に着け、持続可能な潤いのあるふるさとづくりを進める社会」

を目指す生涯学習社会の姿として取組を進めているほか、平成３0（2018）年に「北海道

教育推進計画」を策定し、目指す教育の全体像を示しています。 

新型コロナウイルス感染症が、令和２（2020）年初めから世界中に蔓延し、人々の生活

に大きな影響を与える事態となり、生涯学習の現場も対応が迫られました。 

それぞれの現場において、学びをやめないことの重要性が共有されたとともに、ICTなど

の新しい技術を活用した学びなど、学びの新たな可能性も示されました。 

コロナ禍において、既存の概念に捉われない、新しい生活様式（ニューノーマル）が取り
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入れられる中、どのような状況でも学べる環境や分断されない社会、多様性を認めあう社会

が求められ、生涯学習は、その実現に大きな役割を担うと考えられます。 

（３）恵庭市の生涯学習の検証 

恵庭市では、社会教育委員や生涯学習に関わる団体の関係者などで構成される「生涯学習

推進協議会」が、生涯学習基本計画の策定や推進に携わっています。同協議会により「第４

期恵庭市生涯学習基本計画」の検証・評価を行うことで、本市の生涯学習の取り組みにおけ

る良かったところ、課題・改善点を洗い出し、次期計画策定のベースとしました。 

＜良いところの代表的な意見＞ 

＜課題・改善点の代表的な意見＞ 

 ＜次期計画において実施の必要性が挙げられたもの＞ 

・人が会い繋がる機会の創出      

・大人が意識を高め子どもに伝えていく

・興味関心があること以外も学びたくなる仕組みづくり   

・リーダー育成    

・想いの温度差を縮めていく

・各活動の成果を発表できる場の創出 

・自己啓発、生活の充実に留まらない生きがいとなる事業

・通学（体験合宿）が盛んに行われており、それを通じて地域や学校、世代を超えた交流

が進み、コミュニティ活動が推進された 

・ふるさと教育により恵庭の歴史文化を学ぶ機会を提供できた 

・図書館機能の充実やボランティア活動が盛んに行われ、図書館の市民利用が増えた 

・文化芸術活動団体の活躍により、市内で文化芸術に触れる機会が増え活動が推進された 

・スポーツを通した多世代の交流が進められた 

・恵庭を良くしていきたいと考える人や意欲的に事業へ参加する人が増えた 

・地域間の連携の希薄さや次世代の担い手不足   

・事業や団体のPR不足  

・団体間のネットワーク不足   

・施設の有効活用   

・大人の読書活動の停滞 

・ライフステージに応じたスポーツの取り組み不足   

・全体的な周知不足 
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３ 計画の位置付け 

 本基本計画は、「第５期恵庭市総合計画」の基本目標等について、生涯学習の視点から総合

的に推進することを目的とした個別計画です。また、第２期恵庭市総合戦略にて位置付けられ

ている人口減少の問題に特化した施策に対しても、多世代交流や健康づくり、人材育成やふる

さと教育などの観点から推進を図るとともに、Society5.0 や SDGsに取り組みます。 

重ねて、他の市個別計画についても、各事業における生涯学習要素を推進し、計画間の連携

を図ります。 

４ 計画の期間 

 ＜第５期恵庭市生涯学習基本計画＞ 

  計画の期間は、令和３年度から令和７年度までとし、総合計画との関係は下記の通りです。 

＜第１期から第５期まで＞ 
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第２章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 基本目標における重点施策に取り組み、上記“基本理念”の実現を目指します。 

尚、第４期基本理念の根幹である“人づくり”や“地域（まち）づくり”の要素を継承しつ

つ、「～みんなで気軽に ひろげよう・いかそう・すすめよう～」をサブテーマとして改め、次

世代へつなぐことを目指します。 

２ 基本目標 

基本目標１「地域コミュニティ活動の推進」を“核”とした５つの基本目標を設定し、基本

理念の実現を図ります。 

次世代につなぐ“人づくり”“地域（まち）づくり” 

～みんなで気軽に ひろげよう・いかそう・すすめよう～ 
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  各基本目標の達成に向け、基本目標ごとに重点施策を定め、目標達成に必要な要素につい 

て、下記の通り構成します。尚、重点施策に資する事業についても年度ごとに検討し、よ 

り具体性のあるアプローチとします。 

＜基本目標の構成＞ 
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３ 基本目標及び重点施策の概要 

「地域コミュニティ活動の推進」は、地域や領域をまたがる本基本計画の柱となる基本目

標です。 

地域主体のコミュニティ活動を推進し、地域、団体、個人、世代間、学校等をつなげ、積

極的に情報を発信・PR することで、参加者、参画者を増やし、人づくりや地域（まち）づ

くりを推進します。 

新型コロナウイルス等の影響により、既存の手法に捉われず、多様な手段を活用し、学習

の場の提供を図ります。 

また、地域課題やSDGs、地方創生、社会に開かれた教育課程等の社会的な課題等の解決

につなげていきます。 

これまで、地域主体による通学・体験合宿や体験事業等の事業を通じ、地域と学校、世

代間のつながりが深められてきており、今後も継続して推進します。 

また、市民、団体、事業者、高等教育機関、行政の協働等による様々な体験事業等を行

うことで、地域のコミュニティ力の更なる向上と、子どもの豊かな情操や人間性を育み、

人づくり、地域（まち）づくりにつなげていきます。 

地域課題やSDGs、地方創生、社会に開かれた教育課程等の社会的な課題等を身近に捉

え、課題解決に自発的に関わり考える人材の育成を目指します。 

  子どもから大人・高齢者まで、どの世代においても切れ目なく学べる場を提供し、体

験事業等により大人も子どもも相互に学び合う場づくりを進めます。 

基本目標１ 地域コミュニティ活動の推進

【想定される事業内容】 

〇通学・体験合宿            〇様々な体験事業 

〇公民館事業（市民講座やサークル活動） 〇防災教育に関わる事業 

〇町内会・自治体活動への参加      〇コミュニティ・スクール 

〇高等教育機関と連携した事業

【想定される事業内容】 

〇長寿大学等による高齢者の学びの場の提供 〇子育て応援講座・イベント 

〇高等教育機関との連携による講座等    〇様々な体験学習（再掲） 

〇親子で行う体験学習           〇コミュニティ・スクール（再掲） 

〇恵庭の歴史・産業・文化等を学ぶ講座・イベント   

重点施策１-① コミュニティ事業の振興

重点施策１-② 世代を超えた学びの場の提供 
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各地域・団体が連携できるようネットワーク化を図り、相互の協力や情報共有等ができ

る環境を整えることで、各団体の活動の活性化や幅広い人材の活用を促します。 

また、次世代の人材育成を行い、世代間のつながりや継続的に活動できる環境を整備し

ます。 

団体活動における発表の場の創出や、各活動の積極的なPRを行い、世代に合った手法

により発信することで、参画者及び参加者の増加につなげます。 

また、学習情報の発信・提供により自発的な学習活動を支援します。 

新型コロナウイルスの影響等により、コミュニティ活動も既存の手法に捉われない変化

を求められているため、オンライン等の多様な手段を活用し、どんな環境でも学習できる

場を提供します。 

重点施策１-⑤ どんな環境でも学べる場の提供 

重点施策１-③ 学びがつながる環境づくり 

【想定される事業内容】 

 〇各地域や団体がつながるネットワークづくり 〇情報の共有 

〇市民や団体がつながり発信するイベント等  〇女性人材を育成するセミナー等 

〇ジュニアリーダーを養成するセミナー等   〇まちづくりチャレンジ協働事業等

〇介護支援ボランティアポイント事業等    〇コミュニティ・スクール（再掲）

重点施策１-④ 積極的な情報発信 

【想定される事業内容】 

〇発信・ＰＲ力の向上               〇企画力の向上 

〇インターネットやＳＮＳ等の活用スキルの向上   〇学習情報の提供 

〇市民や団体がつながり発信するイベント等（再掲） 〇かってに表彰 

【想定される事業内容】 

〇オンラインの活用 

〇誰もが参加できる事業運営 

〇インターネットやＳＮＳ等の活用スキルの向上（再掲） 

〇コミュニティ・スクール（再掲） 
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恵庭の歴史、文化、自然、人、地域の活動等、ふるさとを学び知る機会を充実させ、幅広

い世代のふるさと恵庭への関心とふるさと意識の向上を図るとともに、施設や展示物、史跡、

人材等の資源を有効活用し、歴史・文化を次世代に継承します。 

地域の人材や高等教育機関、史跡等の資源を活用し、ふるさとを学ぶ機会の充実に努め

るとともに、PR を行うことで、幅広い世代のふるさと恵庭への関心とふるさと意識の向

上を図ります。 

また、ふるさとの歴史・文化・自然、人、花や本等の地域の活動等の特性を認識し、ま

ちの魅力を知ることで、郷土愛を育み、次世代を担う人材を育成に努めます。 

郷土資料館は、恵庭の歴史・文化・自然と深くかかわる郷土資料を収集・保管するとと

もに展示公開や体験学習・観察会などの各種普及事業を通じて市民の方々に資料と接する

機会を提供することで、「郷土恵庭」に対する関心を深めていいただき、地域に根差した生

活文化の創造に資することを目指しています。この郷土資料館を活用して恵庭の歴史・文

化を未来に引き継いでいきます。 

基本目標２ ふるさと教育の推進

重点施策２-① ふるさとを学ぶ機会の充実 

【想定される事業内容】 

〇恵庭の歴史・産業・文化等を学ぶ講座・イベント（再掲） 

〇高等教育機関との連携 

〇学校や地域による「ふるさと教育」 

重点施策２－② 郷土資料館の利活用 

【想定される事業内容】 

 〇恵庭の歴史・文化に根差した展示や体験学習の推進 

〇ふるさと教育宅配事業 

〇ボランティア団体との連携強化 
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 すべての市民が、生涯にわたり、いつでもどこでも心豊かに読書活動を行うことができる

よう、市民、家庭、地域、学校及び市が一体となって環境づくりに努め、人とまちを育てる

読書活動を「恵庭市読書活動推進計画」に基づき、推進します。 

人の成長、発達段階に応じて、本との出会いの場の提供、読書に親しむ機会の拡充など、

それぞれの年齢期に対応した読書活動の推進を図ります。 

また、すべての市民がいつでも、どこでも、自主的な読書や学習が行えるように、読書

環境や学習環境の充実を目指すとともに、本と子どもと大人がつながる取組みを進めます。 

本市の読書活動には多くの市民がボランティアとして参加し、市民と市が一体となった

活動によって大きな成果を上げています。市民との協働や読書活動への参加を一層促進す

るため、読書活動への理解を深める情報提供や啓発事業を展開します。 

また、市民、家庭、地域、学校及び市においてそれぞれが実践者として読書活動を推進

し、相互の情報を共有しながら緊密な連携を図ります。 

 図書館は、市民が読書に親しむための様々なサービスを享受できる場として、また、多

様化・高度化する市民ニーズや情報化社会の急速な進展に対応する図書館サービスの充実

を図るため、快適な読書環境の提供を目的とした施設の整備を推進するとともに、効果的・

効率的な運営を目指します。 

基本目標３ 読書活動の推進

重点施策３－① 生涯各期に応じた読書活動と環境づくり 

【想定される事業内容】 

〇ブックスタート   〇ブックスタートプラス   〇各種読み聞かせ事業 

〇朝読・家読事業   〇学校図書館環境整備    〇高校ブックライン 

〇高齢者・障がい者へのサービス 

重点施策３－② 市民との協働 

【想定される事業内容】 

〇恵庭まちじゅう図書館  〇図書館まつり       〇図書館開館２４時 

〇本のリサイクル市    〇子ども読書の日記念事業 

重点施策３－③ 図書館サービスの充実と適切な環境の整備 

【想定される事業内容】 

〇ブックステーション事業   〇恵庭分館カードレス IC化事業 

〇図書館情報システムの充実  〇図書館指定管理事業 

〇電子図書館事業 
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  市民が主体的に取り組む文化芸術活動を支援し、市民の誰もが生涯を通じていつでも文化

芸術活動に触れ、参加することができる環境づくりを進めるとともに、市民等との連携によ

る文化芸術活動の展開を図ります。 

 文化活動の担い手となる多様な芸術家や指導者など、文化芸術活動に携わる幅広い人材

と連携することで事業の充実に努めるとともに、文化芸術活動に主体的に取り組んでいる

市民や団体を支援します。 

 市民との協働による豊かな文化芸術活動を推進するため、市や各種施設、市内の文化芸

術団体や個人で活動されている方、関心のある市民の方や企業の方などに参加いただき、

恵庭市の文化芸術の未来や課題などについて自由に意見交換を行える場を整備します。 

年齢などを問わず、すべての市民が生涯を通して、文化芸術に「触れる」「参加する」機

会を拡充するとともに、文化芸術活動が次の世代へ継承していけるような支援に努めます。 

また、多くの市民に、ＩＣＴなどを含む多様な媒体を活用して、文化芸術に関する各種

の情報発信に努めます。 

市民文化祭の発表や団体活動などで拠点となる市民会館を中心に、公民館、夢創館等の

公共施設や、学校・高等教育機関、民間施設などとの連携協力により、更なる利活用の促

進を図ります。 

基本目標４ 文化芸術活動の推進

重点施策４-① 文化芸術活動に関わる人材との連携強化 

【想定される事業内容】 

〇えにわ芸術文化宅配事業          〇文化団体、伝統芸能への支援 

〇アートマネージメント等、有効人材の活用  〇市民が文化を考える場づくり 

〇文化活動奨励補助金等、助成や後援及び共催事業 

重点施策４－② 誰もが気軽に参加・活動できる環境づくり 

【想定される事業内容】 

〇幼少期から文化芸術に触れ創造性を育むプログラム  〇えにわ市民文化祭事業 

〇レベルの高い文化芸術鑑賞機会のプログラム 

〇市民講座、公民館サークルの充実 

重点施策４－③多様な施設の利活用 

【想定される事業内容】 

〇えにわ芸術文化宅配事業（再掲）       〇指定管理者制度の適切な運用 

〇公共施設、民間施設での展示及び舞台発表の推進 

〇事業開催などを支援する施設での相談体制の充実 

〇学校・高等教育機関や民間施設などとの協力体制の構築 
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市民の誰もが気軽に運動やスポーツに親しむことができる環境を整え、健康的な生活習慣

の確立と健康に対する意識の向上、世代を超えたスポーツの振興と健康の保持増進を図り、

運動やスポーツによる人との出会いや交流の機会を活かしたコミュニティづくりを「運動・

スポーツ推進計画」に基づき、推進します。 

 高齢社会において健康で自立した生活を送るためには、高齢期を迎える前から日常的に

運動やスポーツに親しむことなどにより健康の維持や体力の向上を図ることが大切であ

ることから、様々なライフスタイル・ライフステージにおいて手軽に健康づくりに取り組

むことができる「歩く」ことを推奨するとともに、健康や運動に関する知識や、気軽に参

加が可能なプログラムの提供などにより、市民の積極的な健康づくりを推進します。 

 健康・運動に関心の低い人や機会に恵まれない人などに向けて、健康や体を動かすこと

による有効性や楽しさなどを啓発するため、ICTなども活用した効果的な各種情報の発信、

いつでも誰もが自由に始められるプログラムの拡充、利用しやすい施設環境機能の充実を

図るとともに、運動やスポーツに関わる人を増やし、仲間を広げるコミュニティづくりを

目指します。 

基本目標５ 運動・スポーツによる健康づくりの推進

重点施策５－① 健康を意識した学びの促進

【想定される事業内容】 

〇歩くことによる健康づくりの推奨やプログラムの提供 

〇親子で遊びや運動に親しむプログラムの提供 

〇運動やスポーツ体験機会のプログラムの提供 

〇丈夫な体をつくる栄養・食生活のプログラムの提供 

〇介護予防や生活習慣病の改善のプログラムの提供 

〇各種運動プログラムやスポーツ教室の充実 

重点施策５－② 運動・スポーツに親しむ環境づくり

【想定される事業内容】 

〇施設の有効活用の促進       〇障がいのある人への運動などの普及 

〇多様な媒体を活用した情報の発信  〇トップアスリートなどとの交流機会づくり
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４ 基本計画の構成図 
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第３章 計画の推進方法 

１ 推進の手法 

 本計画では、マネジメントサイクル（PDCAサイクル）を取り入れ、市民委員と行政担当者

の協働により計画を推進していきます。 

本市の生涯学習基本計画では、マネジメントサイクルによる協働の事業評価を第２期基本計

画から３期１５年に渡り実施し、実績を挙げてきました。 

これまでに培ってきたノウハウを活かし、対話による事業評価を行い、目標を推進すること

で、基本理念の実現を目指します。 

また、毎年度、基本理念の達成度や基本目標の成果・課題を協議・分析し、毎年度の事業評

価結果とともに積み上げて記録し、最終年度に５年間の長期評価を行います。 

＜参考＞ マネジメントサイクルとは？ 

マネジメントサイクルとは、「計画(Plan)」、「実行(Do)」、「評価

(Check)」、「改善(Action)」の 4つの要素から成り、右図のように

「計画(Plan)」→「実行(Do)」→「評価(Check)」→「改善(Action)」

の順に進むサイクルを繰り返すことであり、ＰＤＣＡサイクルとよ

んでいます。まず目標を設定し、目標を達成するための計画を策定

し(P)、それにしたがって実行し(D)、どの程度目標を達成すること

ができたかを評価(C)し、評価結果をもとにして改善を図って(A)、

次のステップではより効果的な計画を策定するものです。 

計画 改善 

実行 評価 

事業実施

Ｒ３年度

参加見学

生涯学習
推進会議

行政

生涯学習
推進
協議会

市民

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度

事業実施

参加見学

事業実施

参加見学

事業実施

参加見学

事業実施

参加見学
対話
事業評価 対話

事業評価 対話
事業評価 対話

事業評価
対話
事業評価

伸ばす・
改善する

伸ばす・
改善する

伸ばす・
改善する

伸ばす・
改善する

協働

基
本
理
念
の
実
現
！

事業評価結果や基本理念の達成度、基本目標の成果・課題を
毎年度積み上げ、最終年に5年間の長期評価を行う

基本理念・
基本目標の
熟議・分析

基本理念・
基本目標の
熟議・分析

基本理念・
基本目標の
熟議・分析

基本理念・
基本目標の
熟議・分析

基本理念・
基本目標の
熟議・分析

計画期間の
長期評価
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２ 推進の体制 

 市民組織である「生涯学習推進協議会」と、行政組織である「生涯学習推進会議」が協働し、

生涯学習基本計画の推進を図ります。 

＜生涯学習推進協議会（市民組織）＞ 

 生涯学習の推進を目的として、社会教育関係（社会教育委員、公民館運営審議会、図書館

協議会、スポーツ推進委員会等）、福祉関係（社会福祉協議会）、その他機関（男女共同参画

審議会）、市民団体、一般公募等の幅広いカテゴリの機関から構成される市民組織。 

＜生涯学習推進会議（行政組織）＞ 

 生涯学習の観点から全体的な調整及び企画を図り、具体的な施策や事業を展開することを

目的として、市長部局を含めた関係部署の職員により構成される行政組織。 

３ 評価の方法 

（１）事業評価 

「事業評価（基本目標・重点施策視点）」と「意見交換・アイデア出し」の二段構えとし

て、対話による事業評価を行います。 

① 事業評価（基本目標・重点施策視点） 

基本目標・重点施策の推進にどれだけ関わったかを評価の視点とし、評価を行います 

② 意見交換・アイデア出し 

  事業参加・見学したときの意見やアイデアは、評価ではなく意見交換として、事業の

向上や洗練に貢献するものとします 

（２）評価の流れ 

① 年度末に翌年度の評価対象事業を決定します 

② 年度当初に事業計画書を行政担当者が作成し委員に渡します 

③ 事業実施、参加・見学後に事業評価・対話を行います 

④ 生涯学習推進協議会、生涯学習推進会議の合同会議で、事業評価結果を共有します 

⑤ 次年度の事業計画に活かします 

生涯学習推進協議会(市民組織) 生涯学習推進会議(行政組織) 

対 話 

協 働 
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４．成果と課題の分析 

当該年度の基本理念、基本目標の成果と課題を生涯学習推進協議会において熟議及び分析を

行い、基本計画の推進に活かします。 

また、最終年度には、本計画における５年間の基本理念、基本目標の成果と課題、推進度を

熟議及び分析を行い、次期計画の策定に活かします。 

 熟議・分析項目 

  ①各基本目標の成果と課題、推進度（最終年度） 

  ②基本理念の達成度 

上記①を基に熟議 

  ③評価の方法 
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＜参考資料＞ 

１ 恵庭市生涯学習推進協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 恵庭市における生涯学習の推進を図るため、恵庭市生涯学習推進協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議・検討を行なう。 

(１) 生涯学習基本計画の策定及び推進に関すること。 

(２) 生涯学習施策の評価・検証に関すること。 

(３) その他生涯学習の推進に必要な事項 

（構成） 

第３条 協議会は２５人以内の委員をもって構成する。 

２ 協議会の委員は、社会教育委員及び生涯学習に関わる機関、団体等から推薦された者並びに生

涯学習について識見を有する者をもって構成する。 

（任期） 

第４条 協議会の委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、委員の内から、会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（招集） 

第６条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。 

（関係者の意見聴取） 

第７条 協議会は、必要と認めるときは関係者の出席を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、教育委員会教育部社会教育課において行う。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

 附則 この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。 

附則 この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。（一部改正） 

附則 この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。（一部改正） 

附則 この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。（一部改正）

今後改定がある場合は反映。
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２ 恵庭市生涯学習推進協議会委員(令和２年度)名簿 

委員集合写真掲載予定
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３ 恵庭市生涯学習推進会議設置要綱 

（設置） 

第１条 恵庭市生涯学習基本計画に基づき、本市の生涯学習推進に係る諸問題への対応を長期的視

点に立ち、総合的に企画及び調整を図り、今後の具体的な施策及び事業を展開するため、生涯学

習推進会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 会議は、次の各号に定める事項を審議する。 

（１）生涯学習推進施策の総合的な企画、立案及び調整に関すること。 

（２）生涯学習推進に係る基本的課題（基盤整備及び今日的課題のことをいう。）の審議及び検

討に関すること。 

（３）その他生涯学習の推進に必要と認められるものに関すること。 

（組織） 

第３条 会議は、教育部次長及び関係する課の課長職をもって構成することとし、議長、副議長を

置く。 

２ 議長は教育部次長とし、会議を統括する。 

３ 副議長は教育部社会教育課長とし、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議の開催） 

第４条 会議は、必要に応じ議長が招集する。 

２ 議長が必要と認めたときは、構成員以外の職員を会議に加えることができる。 

３ 構成員に事故あるときは、あらかじめ議長に連絡し、当該構成員が指名した職員がその職務を

代理することができる。 

（専門部会の設置） 

第５条 会議に専門的な事項を調査検討するため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、主査職、社会教育主事等で構成し、部会長は、会議の中から議長が選任する。 

（関係者の出席） 

第６条 議長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は、教育部社会教育課において行う。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則 

附則 この要綱は、平成１１年６月２１日から実施する。 

附則 この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。（一部改正） 

 附則 この要綱は、平成２２年２月１２日から実施する。（一部改正） 

 附則 この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。（一部改正） 

 附則 この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。（一部改正） 

 附則 この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。（一部改正） 

 附則 この要綱は、平成２８年５月１８日から実施する。（一部改正）
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４ 第５期基本計画の策定の経緯 
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以降の協議会等について、随時反映

策定の様子(協議会の様子、ワークショップ模造紙等) 

写真掲載予定 
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５ 第４期基本計画事業評価実績一覧 



裏表紙 

令和３年３月 

恵庭市教育委員会教育部社会教育課 

生涯学習推進協議会 


